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5 第 4段階 (1979年 ～ 1991年 )

5.1 会計理念の展開

1978年 12月 に開催 された中国共産党第 11回 3中 全会によって、中国全

土の行政業務の重点は経済に移され、経済管理における会計の重要性は従来

よリー層顕著になった。そこで、会計理念をめく
゛
る論争が再び盛んになり、真っ

先に議論されたのはやはり階級的属性
1の

問題であった。この時期においては、

会計は階級な らびに技術の二重的な属性をもつという考え方が主流 とな り、

記帳法ないし簿記法をめく
゛
る議論についても、「貸借記帳法」が勝ち残った。

しか し実務面か らみると、 1980年当時の調査によれば、「増減記帳法」を使

用 している企業はほとんどの省と市の 50%前後であり、一部の省市では 70

～ 80%も 占めていた。 もちろんこのような結果にはこれまでの政治的な要因

が影響 していると考えられるが、やは りそのわか りやすさという点で 「増減

記帳法Jがいかに実務界に親 しまれていたかが窺われるのである。

1983年 5月 、「中国会計学会Jの年次大会において、はじめて明確に 「特

色ある中国会計理論、方法および体系の樹立」 という研究 目標が掲げ られた。

もちろんこの目標は唐突に提起されたわけではなく、その一年前、中国共産

党第 12回 大会の開幕式において、郡小平が 「自らの道を歩み、中国の特色

ある社会主義を建設せよ。」 と宣言したことに起因する。「特色ある中国会計J

という問題提起は、まさに当時の政治的かつ経済的な環境の影響を受け、政

府の方針に素直に取 り込まれた結果であった。

この段階の会計理念は、大別 して二通 りの展開をみせている。ひとつは従

来のソ連社会主義会計学 と中国での会計改革・実践 とのよリー層の融合が試

され、「文化大革命」およびそれ以前の会計制度の回復 と完備を図る動きで

1 拙稿「中国統一会計制度についての一考察 (1)」『福山大学経済学論集』第 31巻第 2号 104ペー

ジを参照。

-156-



中国統 ‐会計制度についての一考察 (20完 )

ある。 とくに 1980年代前半においては、ソ連会計学の中国会計理念な らび

に実務に対する影響力はより強いものであった。そしてもうひとつの展開は、

西洋的会計学理念の導入を図ろうとするものであり、その動きは 1980年 代

後半には既に前者の展開にとって代わる勢いであった。 とくに、 1988年 10

月に財政部によって、中国の会計基準の制定を目的とした 「会計基準課題チー

ム」 (原語 :『会tl^准災J深題狙』、後に『会tl^准 只J委員会』に改名)が設立され、

西洋的な会計制度の本格導入を狙いとする新たな会計改革が始まった。

5.2 会計制度の展開

「文化大革命J後の会計業務の中心的内容は、国家の財政難を緩和させる

ために、一刻も早く会計業務を正常な状態に回復させることであった。 1980

年当時の財政部の指導方針は会計制度の健全化と会計関連法規の樹立であり、

その内容は、「過去に確かな効果があり、現状に適合し、実務の需要を満足さ

せることのできる会計規定については、まず復帰させ、さらに実践のなかで

逐次に完備させる。新 しい情勢のなかで現れた問題については、より掘 り下

げて調査・研究 し、その結果にもとづいて試行草案を制定する。」
2と ぃぅも

のであった。

1980年、財政部は当時の会計制度に対する全面改定をお こない、そこで

まず選ばれたのは、最も影響力が強 く、いままでその制定が常に最優先とさ

れてきた国営工業企業のための 「国営工業企業会計規定」であった。そ して

従来の偏った簡易化傾向をあらため、会計管理 と会計業務秩序の強化を主眼

として、勘定科 目と会計報告書の増設も必要に応 じておこなわれた。さらに

これをもとにして、財政部は 1981年 1月 か ら 10月 にかけて、「国営供給販

売企業会計規定―一 勘定科 目と財務諸表」 (原語 :『 国菅供鏑企立会 tl´制度―

―会tl^科 目/‐Htttl^扱 表』)、
「国営建設施工企業会計規定一一勘定科目と財務諸

2 郭永清『新中国企立会う|^核 算制度交迂研究』木北財始大学出版社、2003年、139頁より引用。
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表」 (原語 :『

「
1菅 施 |:企 」2会 tl‐ 制度―――会 tl‐ 科 目和会tl・ 扱表』)お よび 「建設

部門会計規定一 ―勘定科 目と財務諸表」 (原語 :『建没ド浄̂位 会tl^制 度――会 tl。

科 目和会 tl・ 扱表』)を 制定 し、1986年 12月 に、「国営工業企業原価計算方法」

(原語 :『

「
1菅 l:立 企立成本核算亦法』)を公布 した。

これまでの会計規定の改正は、国民経済において最も重要視されてきた国

営工業企業を中心 としたものであったことか ら、従来の数回にわたる会計制

度設定と比べると一見なんの変化もみ られないように思われる。 しか しなが

ら、この時期の会計制度づくりにおける二つの大きな変化を見落としてはな

らない。その変化 とは外国投資企業のための会計規定設定な らびに会計関連

法規の確立である。

5.2.1 外国投資企業のための会計規定

中国共産党第 11回 3中全会以降においては、投資環境が次第に改善され、

後に国民経済の大きな柱となった中外合資経営企業、中外合作経営企業およ

び完全外国投資企業のいわゆる 「三資企業Jが続々と設立された。 このよう

な新たな企業形態の出現は、従来の計画経済体制にとってはもちろんのこと、

これまでの国営企業を中心 とした会計制度づくりにとってもひとつの大いな

る挑戦であつた。そ こで財政部は、 1979年年末か ら既 に中外合資経営企業

の会計計算規定の制定に着手 し、いくつかの草案を経て、 1985年 3月 に正

式に 「中外合資経営企業会計計算規定 |(原語 :『 |||タト合資祭菅企立会 tl^核 算

制度』)と 「中外合資経営企業勘定科 目と財務諸表」 (原語 :『「
11タト合資祭菅企

立会tl^科 目/‐Htttl^扱 表』)を発布 した。

これらの規定は、これまでの会計規定と決別 して、勘定科目においては 「資

金占有Jと「資金源泉」という国営企業で使われている区分方法に代えて、資産、

負債、資本、原価 (原語 :『成本』)および損益の区分を用い、財務諸表に関

しても、国際的な慣習に倣って、「資金平衡表」に代えて 「貸借対照表J(原語 :
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『資声負債表』)と いう名称を使用 し、さらに 「損益計算書」 (原語 :『利洞表』)

のほかに初めて 「財務状態変動表」 (原語 :『財努状況交功表』)を も加えた。

つまり、「中外合資経営企業会計計算規定」の内容のほとんどは国際的会計慣

行を導入したものであ り、その施行は、まさに 「社会主義商品経済」ならび

に後の 「社会主義市場経済体制Jに対応する会計制度モデルヘの模索の表れ

であった。 この 「規定」の制定は 「社会主義市場経済体制」のもとでの企業

会計制度改革における、いわば先駆的な動きであつたといえよう。

5.2"2 会計関連法規の制定

さらにこの段階でのもうひとつの重要な特徴は、「中華人民共和国会計法」

(以下、『会剖
‐
法』)の 制定である。「会計法」は、 1985年 1月 21日 に開催さ

れた中国第 6回 全国人民代表大会常務委員会第 9回会議において可決され、

同日の中華人民共和国主席令第 21号 として公布、同年 5月 1日 か ら施行さ

れた。

この 「会計法」は、新中国建国後初めての会計基本法規であり、その制定は、

中国の会計業務がようや く法制化 と規範化の段階に入ったことを示す もので

あった。 この法律の適用範囲は、「国営企業・事業部門、国家機関、社会団体

および軍隊」
3で

ぁり、また、その主たる目的として、会計業務の強化、国家

財政制度 と財務制度の維持および社会主義公的財産の保護が掲げ られている。

ただし、「会計法」はあくまでも法律の枠組みを示すにとどまり、そこには具

体的な会計方針や会計処理な どについての規定はなかった。そ してこれは、

国家主導の経済が中心的な地位を占めていた当時の国家経済構造に適合 して

いただけではなく、計画経済から市場経済への移行に伴う分権化を背景にし、

とくに国有経済組織において生じつつあった会計不正に対する規制と防止を

狙いとするものでもあった。つまり、「会計法」は中国の会計制度体系におい

3 1985年 「会計法」の第 2条。
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て最上位に位置づけられ、その公布時においては 「政府会計」を中心 とする

法律規定であつた、と考えられるのである。

また、 1988年 に、職業会計人のための全国規模の社会団体である 「公認

会計士協会 |(原語 :『注珊会 tl^用 跡会』)も設立され、会計士という職業団体

が重要視され始めたことは注 目に値する動きである。

6 第 5段階 (1992年 ～現在 )

6.1 会計理念の展開

第 4段階における中国会計理念の研究が主に会計の階級的属性の問題や特

色ある中国会計理念体系の建設にその重心を置いていたとするならば、第 5

段階での研究要点は会計の国際的調和化 と市場経済制度にふさわ しい会計理

念体系の樹立にある。 とくに、市場経済の産物である証券市場にかかわる会

計研究は最も盛んにおこなわれるようになった。

1992年の郡小平のいわゆる 「南巡談話 14を契機に、中国での経済体制改

革および対外開放の歩みが速め られた。 1992年 10月 には、中国共産党第

14回代表大会によって 「わが国の経済体制改革の目標は『社会主義市場経済

体制』を確立することにある。」という目標設定がなされた。 1992年 11月 、

財政部は「企業会計基準」(原語 :『企立会 tl‐准只J』 )と「企業財務通則J(原語 :『企

立財各通只J』 )を公布 し、さらに、これ らにもとづいて、ェ業、商品流通、交

通運送、鉄道運送、航空運送、郵便通信、建築工事、不動産開発、観光飲食サー

4 これは、郡小平が 1992年 1月 から2月 にかけて、中国の南部都市を訪問した際の談話内容をま

とめて発表されたものである。この「南巡談話」において、「計画が多いかそれとも市場が多いかは、

社会主義と資本主義の本質的な区別ではない。計画経済がイコール社会主義なのではなく、資本

主義にも計画がある。また、市場経済はイコール資本主義なのではなく、社会主義にも市場がある。

計画と市場のいずれも経済的な手段にすぎない。J(『 メド小平文選』第 3巻、373頁 )と 明言され

ており、彼によるこの理念は、まさに後の「社会主義市場経済」理論の基礎となっていたのである。
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ビス、金融、保険、農業および対外経済協力という 13個の 「業種別会計規定」

と「業種別財務規定」(原語 :『行立財各制度』)を公表 した。 このいわゆる「両

則両制」
bの

発布および施行は中国における会計領域の改革の本格的な幕開け

といえるであろう。

「企業会計基準」の制定はかたちだけの制定ではなく、その基本的な会計政

策の選択および運用においても、十分に国際的調和化を図った結果であるこ

とを示すものであった。また、「企業会計基準」の第 8章には、「会計記帳は『貸

借記帳法』を採用する。」 と明確に規定されてお り、これは 「増減記帳法」に

対するいわば 「廃止宣言」であったともいえる。 これでようや く建国以来の

「記帳法ないし簿記法」の論争に終止符が打たれたこととなり、会計における

論争は、階級的な属性問題にはまったく触れず、いかにして西洋的な会計制

度を導入し、「特色ある中国会計」体系を建設するかにその焦点が絞 られるよ

うになった。そ して、 13個 の業種別会計規定の施行は、中国の会計慣習なら

びに大多数の会計関係者の業務水準に適合させた結果であった。 このような

「両則両制」の施行には、中国会計制度改革における国際基準ならびに国内基

準の同時進行がみ られ、中国会計制度におけるもうひとつの大きな特色であ

る 「二元的」会計制度の確立を象徴するものである。

この段階においては、 1社会主義市場経済体制」改革が次第に完備されるに

つれて、会計業務がますます重要視されることとなった。 とくに会計の階級

的属性問題に対する論争のこれまでの経緯か らも窺われるように、会計理念

についての研究は従来 と比べよ り学術的なものにな り、まさに 「百花練乱」、

あるい|ま 「百家争鳴」の時代に入ってきたといえる。

5 両則とは 「企業会計基準Jと 「企業財務通則」の略称であつて、両制とは 13個 の業種別会計規

定と財務規定の略称である。
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6.2 会計制度の展開

1992年 か ら、中国においては財政、税収、金融、対外貿易、為替、計画、

投資、物価、流通、住宅な らびに社会保障などにおける体制改革が相次いで

おこなわれた。 これ らの行政措置によって、中国での「社会主義市場経済体制」

の基本的な枠組みがつくられることとなる。そ して、 このような根本的な体

制改革に合わすように、会計における大規模な改革も同時におこなわれたこ

とはいうまでもない。

1992年、金融体制改革による株式会社の出現に伴つて、「株式制度試行企

業会計規定」が制定され、従来の 「中外合資経営企業会計規定」が 「外商投

資企業会計規定」 (原語 :『タト商投資企立会tl^制 度』)に改定された。

1993年 10月 に「公認会計士法」(原語 :『 中学人民共 /‐ ll国注肌会tl^用 法』)6、

12月 に「会計法」の第 1次改定、さらにその翌年の 1994年 7月 に「会社法」(原

語 :『 中学人氏共和国公司法』)7、 8月 に 「監査法」 (原語 :『 l11年 人民共和国

市ti^法』)8が次々と人民代表大会において通過され公布された。そ してこの

一連の法規の施行によって、会計監査業務および上場企業における会計情報

のディスクロージヤーの強化が図られた。

1993年に、「企業会計基準Jの具体基準を制定するために、財政部の指導

のもと、デロイ ト・ トウシュ・ トーマツ (Deloitte Touche Tohmatsu)会

計事務所による国外チームと 10人 の中国国内の会計専門家による国内チー

ムがそれぞれ編成され、1994年 2月 から 1996年 1月 までに、6回 にわたっ

て 30個以上の「具体企業会計基準Jの公開草案が出された。そして 1997年、

それまでに頻繁に発生したような証券市場での会計不祥事を防止するために、

財政部によって初めての 「具体企業会計基準」である 「企業会計基準―一関

6 これは、1993年 10月 に中国人民代表大会で通過され、

7 これは、1994年 に公布され、1999年に改定された。

8 これは、1994年 8月 に中国人民代表大会で通過され、

1994年 1月 1日 から施行された。

1995年 1月 1日 から施行された。
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連当事者の関係およびその取引に関する開示」 (原語 :『企立会 tl‐ 准只J― ―美

咲方美系及其交易的披露』)が実施され、国際会計基準の本格導入が始まった。

1998年 1月 に、財政部によって 「会計基準委員会」 (原語 :『会tl^准 災J委員会』)

が設置され、2001年 までに、主に上場企業向けの 16項 目の 「具体企業会計

基準」が公表された。 しか しその後、2003年 に 「会計基準委員会」が 「財

政部会計基準委員会」 (原語 :『財政部会tl^准 只J委員会』)に改組され、タイ ト

ルどお りの国家主導型のパブ リックセクターとしての会計基準設定機関が設

立されたものの、新たな 「具体企業会計基準Jはなかなか出されずにいた。

会計基準の国際化がもはや停滞 したのでは、とも思わせるような長い年月

を経て、2006年 2月 に、財政部によって新たな 「企業会計基準」体系がよ

うやく公布された。まず、「企業会計基準」を概念フレームワークとして改定

し、「企業会計基準 ――基本基準」 (原語 :『企立会tl^准只J― 基本准只J』 )と

改称された。 また、すでに制定されていた 16項 目の 「具体企業会計基準」

に修正を加え、新たに 38項 目の 「具体企業会計基準」
9に

よって構成される

会計制度体系が築かれた。 これによって、「企業会計基準」体系 (以下、この

2006年 の『企業会計基準』体系を『新企業会計基準』体系と呼ぶ)がつい

に完成したのである。

1998年に、 1992年の 「株式制度試行企業会計規定Jに 取って代 り、「株

9 第 1号 「棚卸資産」、第 2号 「長期権益投資」、第 3号 「投資不動産」、第 4号「固定資産」、第 5号 「生

物資産 (農業会計)」 、第 6号 「無形資産」、第 7号 「非貨幣性資産交換」、第 8号 「資産の減損」、

第 9号 「従業員給付」、第 10号 「退職給付」、第 11号 「ス トック・オプション」、第 12号 「債

務の再編」、第 13号 「偶発事象」、第 14号 「収入」、第 15号 「工事契約」、第 16号 「政府補助」、

第 17号 「借入費用」、第 18号 「所得税」、第 19号 「外貨換算」、第 20号 1企業結合」、第 21号「|リ ー

ス取引」、第 22号 「金融商品の認識および測定」、第 23号 「金融資産の譲渡」、第 24号 「ヘッ

ジング」、第 25号 「保険契約」、第 26号 「再保険契約J、 第 27号 「石油、天然ガスの開発」、第

28号 「
会計方針、会計見積の変更と誤謬の訂正」、第 29号 「貸借対照表日後の後発事象 J、 第

30号 「財務諸表の開示内容と表示」、第 31号 「キャッシュ 0フ ロー計算書」、第 32号 「中間財

務報告」、第 33号 「連結財務諸表」、第 34号 「一株あたり利益」、第 35号 「セグメント報告」、

第 36号 「関連当事者の開示」、第 37号 「金融商品の開示内容と表示」、第 38号 「企業会計基準

の初度執行にあたって」
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式有限会社会計規定」 (原語 :『股分有限公司会tl^制 度』)が公布された。さら

に、 1999年 に 「会計法」の第 2次改定に引継ぎ、「証券法」 (原語 :『「ll年人

氏共 /‐H国 七E券法』)1° も施行され、上場企業における会計規定の整備および証

券市場のデ ィスクロージャーの法的規範はよリー層強化された。

2000年 6月 、国務院によって 「会計法」に次 く
゛
重要な法規である 「企業

財務会計報告条例」 (原語 :『企立財努会tl^報告条例』)が公布され、同年 12

月、財政部によって大、中規模企業に適用する 「企業会計規定」 (原語 :『企

立会汁制度』)が制定された。 これは 「会計法」における財務会計報告につい

ての規定をより詳細に、具体的に規定 したものである。さらに、その翌年 11

月に金融保険業の経営上の特殊性を考慮した 「金融企業会計規定」 (原語 :『金

融企並会 tl^制 度』)が公布され、2004年 に小規模企業に適用する 「小企業会

計規定」 (原語 :『小企立会切^制 度』)も公布された。

したがって、中国の会計制度体系は、第一階層に公会計と私会計のいずれ

も統括する 「会計法」、第二階層に 「会計法」の具体的な解釈ならびに上場企

業における会計情報のディスクロージャーの規範化を目的とする 「企業財務

会計報告条例」、第二階層に 「企業会計基準」および 「企業財務通則」が存在

し、そして最後の第四階層には、実質的には 「具体企業会計基準」、そ して形

式的には 「企業会計規定Jを 中心とする構造体系を成している。
H

このように、中国経済改革の重要なポイン トである国有企業の株式会社化

に合わせるように、会計改革はますます深まっていくように見受けられ、実

に目まく
゛
るしい展開をみせている。ここでとくに注目すべきことは、やは り「会

計法」の 2回 にわたる改定 と 「企業会計基準」および 「企業会計規定」とい

う2大会計制度体系の制定であろう。

10 これは、1998年 12月 に中国人民代表大会で通過され、1999年 7月 1日 から施行された。

11 この段階における具体的な内容は、拙稿 「中国会計制度の現状と課題」『神戸学院経済学論集』

第 34巻第 4号 (2003年 )を参照されたい。
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6.2.1「 会計法」の改定

「会計法」の第 1次改定において、最も注意すべきことは、従来の政府指向

的なものか ら市場経済指向的なものへと政策変更がなされたことである。つ

まり、その目的規定が改定前の 「会計業務を強化させ、会計担当者による法

的職権行使を保証させるために、国家財政制度および財務制度の維持、社会

主義公共財産の保護、経済管理の強化ならびに経済効率の向上における会計

業務の役割を十分に発揮させる」を中心 とするものか ら、改定後の 「会計業

務の規範化 と強化、会計担当者による法的職権行使を保証させるために、社

会主義市場経済秩序の維持、経済管理の強化な らびに経済効率の向上におけ

る会計業務の役割を十分に発揮させる」を中心 とするものに変化 したのであ

る。また、その適用範囲も 「国家機関、社会団体、企業・事業部門、個人経

営企業およびその他の組織」にまで拡大されたことで、「会計法」は、従来の

政府会計 (公会計)を 中心 とするものか ら、企業会計 (私会計)を も視野に

入れた、いわば統合的な 「会計法」へと変貌 したのである。

さらに 1999年に、まさに全面的な修正 ともいえる 「会計法」の第 2次改

定がおこなわれた。「会計年度」を規定する lヶ 条を除き、ほぼすべての条文

について改定がなされ、新たに 「会社および企業の会計計算の特別規定」 と

いう章も設けられ、より企業会計 (私会計)が重視されるようになったので

ある。さらに、「会計法」による刑罰の権限が強められ、会計不正が行われた

場合の企業の責任者に対する罰則規定 も新設された。 このような 「会計法」

の制定とその後の三度にわたる改定で、「会計法」は公会計と私会計のいずれ

をも統括する中国統一会計法である地位を確たるものにし、中国統一会計制

度の基礎が構築されたと考えられよう。

6.2.2「 企業会計基準」体系と「企業会計規定」体系の展開

これまでの経緯からみると、「企業会計基準」ならびに 「具体企業会計基準」
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の制定は、中国が積極的に会計基準の国際化を図つた結果であり、その形式

が国際会計基準のそれ と酷似 しているだけでなく、その内容もほぼ国際会計

基準と同じものである。それに対 して、「企業会計規定J体系は 「企業会計基

準Jを ベースに、中国における資本市場改革などの国内事情を十分に考慮 し

た上で制定されてお り、より中国色の強いものであるといえよう。

「企業会計基準 Jが市1定された当初は、中国の会計制度体系は国際会計基準

に向けて一直線に突き進むのではないかと誰もが考えた。 しか しながら、ま

だ完全に出揃っていない 「具体企業会計基準」ではすべての会計処理業務を

カバーすることが不可能であることや、中国の企業、会計士事務所ならびに

会計担当者などが 「企業会計基準Jに もとづき、それぞれの企業に合わせた

具体的な 「会計規定Jを 設定するにはまだ力量不足であることなどから、結

局は 「業種別会計規定」が制定され、いわば 「二元的J会計規定 というかた

ちで展開されるようになった。

その後、国有企業改革の急速な展開につれ、「業種別会計規定」の欠陥が顕

著 とな り、加えて 2001年 12月 11日 に WTOに 加盟 した中国にとっては、

1具体企業会計基準Jの 早期の完備が急務 となっている。 このようなことから、

いよいよ国際会計基準に向けての中国会計制度の 「一元化」が達成できるの

ではないか と考えられたところに、新たな 「具体企業会計基準」ではなく、

大手企業 (主 に上場企業)向けの会計規定である 「企業会計規定」、金融・保

険などの特殊業種向けの 「金融企業会計規定」、さらに外部資金調達をおこな

わない中小企業向けの 「小企業会計規定」が公布された。

2001年 に当時の財政部会計司司長の劉玉廷 (り ゅうぎょくてい)は次の

ように述べている。すなわち、「今回公布された新基準 (『具体企業会計基準』)

と新規定 (『企業会計規定』)は 『会計法』な らびに『企業財務会計報告条例』

の関連法規であると同時に、それ らの延長にあるものでもある。法 (『会計法』)

も条例 (『企業財務会計報告条例』)も 比較的に原則的なものであるのに対 して、
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会計計算についての具体的な要求は新 しい基準と規定に反映されている」
12。

また、同氏は 「企業会計規定」について、「『企業会計規定』の公布 と実施は、

わが国会計計算制度改革についての全体思考
13の

重要な部分である。Jと いう

発言もしている。 1999年に改定された「会計法Jの第 7章第 52条において、

いまだに 「国家は統一会計制度を実施する」 と明言 してお り、また、「企業財

務会計報告条例」においても国家統一会計制度について触れ られていること

か ら、やは り「企業会計規定」体系は、新たな国家統一会計制度の中核をな

すものであると認識せざるを得ない。

そ して、1993年の 「企業会計基準Jの 内容に少々の変更および修正を加

えたものの、ほぼすべてが 「企業会計規定」に含まれていることや、それま

で公布された 「具体企業会計基準」もそ こに取 り込まれたことか ら、「『企業

会計規定』を中心とする体系」の統合がなされていると考えられる。つまり、

この 「企業会計規定」をは じめとする、新たな会計規定の体系においては、

業種別、所有制別、そ して会計規定のこれまでの枠組みを打ち破 り、計画経

済体制の名残が色濃くみ られた従来の 「二元的」会計および財務規定から「一

元的J会計規定への統合が図られているのである。

しか しなが ら、2006年 の 「新企業会計基準J体系の公布によって、中国

会計制度の 「一元化」はまた新たな展開をみせた。 この 「新企業会計基準」

体系は、2007年 か ら上場企業のみに執行 される点か らみると、まだ 「企業

会計規定」体系の方が優位であるように思われるが、「新企業会計基準」体系

を執行する企業は 「企業会計規定」および 「金融企業会計規定」を執行 して

12 2001年 3月 29日 、

参照。

での劉玉廷の発言稿を

13 改革についての全体思考とは、①業種、所有制、組織方式および経営方式の境界を打破し、金

融保険業以外の大、中規模企業に適用する統一的な企業会計制度を樹立させ、さらにそれにも

とづいて各業種や企業業務の個性に合わせて、個別の計算方法を制定すること、②小規模企業

の特徴に合わせて小企業会計規定を制定すること、③金融保険業の経営上特殊性を考慮し、金

融保険企業会計規定を制定することを指す。
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はな らないという財政部の規定
14も

ある。つまり、上場企業には 「新企業会

計基準」、その他の企業には 「企業会計規定」をそれぞれ執行するという局面

になっている。 とくに興味深い点は、財政部副部長の王軍 (お うく
゛
ん)が 「新

企業会計基準」体系の特徴を 「①『企業会計基準』や『具体企業会計基準』

と『企業会計規定』や『業種別企業会計規定』な らびに関連する計算規定の

間に長期的に存在 してきた矛盾を解決 し、『企業会計基準 ―基本基準』を核

心に、『具体企業会計基準』ならびに施行ガイ ドブックを具体的規範とする標

準的な企業会計体系が樹立され、中国統一会計計算の基礎が築かれ、②中国

の特色を堅持 しなが らも国際基準との調和化も同時に図られた国内外のいず

れにも認可される会計基準体系が築かれた」
15と

明言 している。王軍氏のこ

のような発言から、「企業会計規定J体系はあくまでも 「新企業会計基準J体

系を導き出すための伏線に過ぎず、もはや 「新企業会計基準J体系こそが中

国の唯一の統一会計制度体系となったと考えることが妥当であろう。

7 」bオフリに

これまでの中国会計理念な らびに会計制度発展の経緯は、以下のように総

括することができる。

第 1段階では、中国式簿記の改良運動や中国におけるはじめての会計専門

法である 「会計法」の発布、そ して中国初の統一会計制度の制定など、中国

の会計理念ならびに会計制度の展開に多大な影響を与えるものであった。ま

た、 これ らの会計法規の制定にあたって、 日米をはじめ、諸外国の会計理念

および会計制度を積極的に取 り入れるなど、政府 と民間のいずれもが精力的

中隼人民共和国只イ政部 「只オ政部美千印友 F企」k会 )|‐ 准只J第 1写 ―一存貨』等 381頁具体4L只 J的通

知」只イ会 [2006]3号 、2006年 2月 15日 を参照。

2006年 8月 4日 、「第 ^期 企」レ会 )|イ:只 J体 系培り|1班 」での王軍氏の発言稿を参照。
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に取 り組んでいた。 しか しなが ら、 この時期の中国は、政権交代が激 しく、

社会状況も極めて混乱 していたため、せっか く制定された統一会計制度では

あったが、結局は名ばか りなものになっていた。

第 2段階では、新中国建国直後の国民経済を回復させるために、いったん

独自の会計制度づ くりを目指 したが、社会主義体制での経験の無さか ら、や

むな くソ連会計制度の全面導入に走った。 これは、当時の中国にとっては、

世界最初の社会主義国家であるソ連の社会や経済の制度体系が絶対的な権威

性をもっていたため、一刻も早く国民経済を向上させ、ソ連に追いつくには、

ソ連の制度を導入する以外手段はない、 と判断されたことが挙げ られる。

しか しなが ら、 このようなソ連理論に対する迷信的ともいうべき信頼は、

後に長い間、西洋的な会計理論な らびに会計実務を根本か ら排除する原因と

なった。その後の「大躍進」運動によって、再び自国基準の設定に挑戦したが、

行きすぎた政治理念の影響で逆に会計制度自体が破壊的な打撃を受け、その

挑戦は失敗に終わってしまった。

第 3段階では、政治、経済をはじめとして、中国全土を巻き込んだ 「文化

大革命」運動の勃発によって、中国会計制度はこれまでにない破壊的な打撃

を受け、 もはや再起不能 と考え られるほど、そのすべての機能が失われた。

いわば、当時の会計理論および会計制度は完全な停滞状態に陥るにとどまら

ず、大きく後退 したのであった。

第 4段階では、中国政府は再び会計制度の回復を図り、「特色ある中国会計」

制度づくりに挑戦しようとしていたが、会計の階級的属性はどのようなもの

であるのか、自国の状況に合わせて他国の経験をどのように導入すべきなの

か、また導入するとすればなにを導入すべきかなど、政治面および技術面の

いずれにおいても中国は苦悩していた。

第 5段階では、中国の会計制度改革はもはや 「社会主義計画経済体制」か

ら「社会主義市場経済体制」への移行段階を抜け出し、新たな統一会計制度
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の創立に向けて、全力突進 しているといえる。今後においては、社会主義的

な体制が残る多 くの国内企業に配慮 して会計規定を制定するのでもなく、無

理に市場経済に合わせるように会計制度改革を進めるのでもなく、む しろい

かにして市場における混乱を避け、よリスムーズに 「開放・改革」を深化さ

せるために、統一された 「特色のある中国会計」の制度設定ができるかどう

かということが重要になってくる。

中国における会計理念な らびに会計制度は、常に自国基準の創立かそれと

も外国基準の導入かの選択に苦悩 しなが ら、いくたびかの樹立、破壊そ して

再樹立の繰 り返 しをしてきた。 また、中国会計理念 と会計制度の展開には、

常に政府の政治的理念 と強 く結びついていることも否定できない。つまり中

国の会計制度は常に法的な規範性をもつ、一種の政治政策的選択の結果であ

るといえるであろう。

もちろん、中国の社会・経済に対 して大きな打撃を、そして会計界に対 し

てもまさに多大な災難をもたらした「大躍進」と「文化大革命」運動ではあつ

たが、そ こには積極的な一面もあることに注 目すべきである。つまり、迷信

ともいえるソ連会計制度への完全崇拝は 「大躍進」運動によって覆され、そ

れまでソ連会計一色で弾圧されていたために異議を唱えられなかった会計学

者たちもようや く本音を口にすることができるようになったことである。ま

た、「文化大革命」運動はあらためて会計の重要性を痛感させ、三度 と会計は

不要だという風潮が起 こらないための教訓 として、人々の心に銘記させるこ

とができた。完全な破壊の後の新たな再生、 これ らの行きすぎた政治運動が

もた らした影響は、会計理念 と政治理論が常に密接に結びついてきた中国に

とって、ひとつの大きな特徴であるとともに、必要な犠牲であつたのかもし

れない。

そ して、1992年以後の会計制度の展開について考えてみると、 この時期

は、「社会主義市場経済」 という政策提起を受けて、会計理念および会計実務
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は大きく変わった。会計関連の法規、基準および規定のすべてが政府機関 (主

に財政部)に よって制定されていることか らみると、他国に比べて政府の影

響がいまだに圧倒的に強い。 しか しなが ら、市場の自由化に伴って、金融市

場とくに証券市場が発足 し、一部の力のある企業は一歩先に上場 し、それに

適応させるように会計基準の国際化が図られた。 したがって、 この時期の特

色はなんといっても一部の上場企業向けと非上場の一般企業向けの 「二元的」

会計制度の並存にあ り、その背景には中国会計制度の市場経済化 と国際的調

和化を図る政府の 「開放・改革」政策の存在が認められる。

近年、世界経済のグローバル化にともない、各国間の会計処理の違いを減

らすように国際会計基準をはじめとする会計基準の国際化が進められている。

実際のところ、あえて自国の特色を強調 しなが ら、自らの会計制度を制定す

るよりも、はじめか らアメリカ会計基準あるいは国際会計基準をそのまま導

入すればよいと主張する学者さえいる。 しかし、それぞれの国家がそれぞれ

の歴史を歩んできた以上、その歴史を無視 して話を進めるわけにはいかない。

したがって、いまだに未成熟な市場経済において、そのまま外国基準のもの

を全面的に受け入れるということはむしろ非現実的である。 これまでに考察

したように、現に中国の会計制度に特徴 というべき点が存在 している限 り、

まずそれらを十分に分析し、理解した上で、中国の社会、経済ならびに文化

に適合した会計理論および会計制度体系を創立しながら、他国の理解も得ら

れる基準設定、換言すれば国際的調和性をもつ 「特色ある」中国統一会計制

度の樹立がなされるべきではないだろうか、と筆者は考えるのである。
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